
様式第３号（第８条関係） 

競争入札設計図書等に関する回答書 

 

令和 ７年 ６月 １６日  

 

福島県南会津建設事務所長  伏見 聡 

工事（委託業務）番号 第２５－４１３６０－００８３号 

工事（委託業務）名 設計業務委託（道維・補助） 

質   問   事   項 

1 入札に参加する者に必要な資格に関する事項について（１） 

本業務の入札に参加する者に必要な資格として、企業の実績（コンサルタント登録規程

等による登録）で「道路」、「鋼構造及びコンクリート」及び「施工計画・施工設備及び

積算」の３分野における建設コンサルタント登録が記載されています。 

上記した３分野全ての建設コンサルタント登録が無い場合には、本業務の入札に参加で

きないとして読み取れます。 

認識に誤りが有りましたら、ご教示をお願い致します。 

2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項について（２） 

本業務の入札に参加する者に必要な資格として、配置予定技術者の実績（同種・類似・

同規模業務の実績）で「旧橋撤去詳細設計」、「旧橋撤去設計」、「橋梁撤去詳細設計」、「橋

梁撤去設計」、「橋梁設計」又は「橋梁詳細設計」の６種類のキーワードが記載されてい

ます。 

上記した６種類のいずれかのキーワードが含まれた業務実績がある場合に、本業務の入

札に参加できるとして読み取れます。 

認識に誤りが有りましたら、ご教示をお願い致します。 

3 入札に参加する者に必要な資格に関する事項について（３） 

本業務の入札に参加する者に必要な資格として、配置予定技術者の実績（特定資格等）

で技術士：建設部門（科目）：「道路」、「鋼構造及びコンクリート」又は「施工計画・施

工設備及び積算」の３分野における技術士資格が記載されています。 

上記した３分野のいずれかの技術士資格を配置予定の管理技術者と照査技術者の２名が

保持していなければ、本業務の入札に参加できないとして読み取れます。 

認識に誤りが有りましたら、ご教示をお願い致します。 

4 電子成果物作成費を算定する直接人件費について 

本業務の電子成果物作成費を算定する直接人件費には、 

「施工 第 0-0025 号表」「施工 第 0-0026 号表」で計上される基準日額は含まれますが、 

「施工 第 0-0027 号表」「施工 第 0-0029 号表」「施工 第 0-0030 号表」 

「施工 第 0-0031 号表」「施工 第 0-0032 号表」で計上される基準日額は含まれないと、 

当社では認識しています。 

認識に誤りが有りましたら、ご教示をお願い致します。 

5 その他原価を算定する直接人件費について 

本業務のその他原価を算定する直接人件費には、 



「施工 第 0-0025 号表」「施工 第 0-0026 号表」「施工 第 0-0027 号表」 

「施工 第 0-0029 号表」「施工 第 0-0030 号表」「施工 第 0-0031 号表」 

「施工 第 0-0032 号表」で計上される基準日額の全てが含まれていると、当社では認識

しています。 

認識に誤りが有りましたら、ご教示をお願い致します。 

6 橋梁点検車の引用単価について 

本業務の「施工 第 0-0034 号表」で計上される橋梁点検車の単価は、市場物価資料であ

る月刊建設物価に同規格の記載がある橋梁点検車（東北）が出典元であると当社では考

えております。 

認識に誤りが有りましたら、ご教示をお願い致します。 

7 橋梁点検車の長期賃貸割引について 

上記の質問で認識が正しい場合にお伺いいたします。 

月刊建設物価の記載では、「賃貸期間１カ月未満。これを超える場合は、３５％割引。」

と記載されています。賃貸が長期間に及ぶ場合には、日当り賃料の割引が受けれるとの

認識です。 

本業務の「施工 第 0-0034 号表」で計上される橋梁点検車の単価は、上記の低減を考慮

して掲載単価から３５％を減じていますでしょうか。 

回   答   事   項 

1 ご認識のとおりです。 

2 ご認識のとおりです。 

3 入札公告に記載のとおり、入札に参加する者に必要な資格の配置予定技術者とは管理技

術者になります。 

4 ご認識のとおりです。 

5 ご認識のとおりです。 

6 ご認識のとおりです。 

7 本業務では、橋梁点検車の単価を掲載単価から減じていません。 

 

 

 


